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 令和６年能登半島地震災害により甚大な被害を受けた石川県及び新潟県に対し、次

のとおり災害見舞金を贈呈します。 

 １ 贈呈先 

  石川県及び新潟県 

 

 ２ 贈呈金額 

  石川県に対して１００万円、新潟県に対して５０万円 

 

 ３ 贈呈方法及び贈呈日時 

  埼玉県東京事務所長から石川県東京事務所長及び新潟県東京事務所長に目録を

贈呈 

  （１）石川県 

   日 時：令和６年１月３１日（水曜日）午前９時３０分 

   場 所：石川県東京事務所 

       (東京都千代田区平河町 2-6-3 都道府県会館 14階） 

      出席者：中谷 安孝（なかや  やすたか） 石川県東京事務所長 

       山﨑 明弘（やまざき あきひろ） 埼玉県東京事務所長 

  （２）新潟県 

   日 時：令和６年１月３１日（水曜日）午前１１時００分 

   場 所：新潟県東京事務所 

       （東京都千代田区平河町 2-6-3 都道府県会館 15階） 

     出席者：綱島 知子（つなしま ともこ）  新潟県東京事務所長 

       山﨑 明弘（やまざき あきひろ） 埼玉県東京事務所長 

令和６年１月２９日  
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